
大宰府条坊跡第 323 次調査　現地説明会資料

　大宰府条坊跡は、碁盤の目のように区画さ

れた都市遺跡です。街の区画が整備された

のちに条坊の中心をとおる朱雀大路が整備

され、朱雀大路を挟み東側を左郭、西側を

右郭と呼び、南北方向の道を坊路、東西方

向の道を条路と呼びます。今回の発掘調査

地点は、右郭の 2 坊路と 3 坊路、14 条路と

15 条路の間に位置する「右郭 15 条 3 坊」

の区画に位置しています。

１．はじめに

平成 29 年 12 月 22 日　太宰府市教育委員会文化財課

調査名：大宰府条坊跡第 323 次調査

所在地：太宰府市通古賀五丁目 19 番地内

調査期間：平成 29 年 11 月 6 日～

調査面積：約 240 ㎡

２．確認した主な遺構

　今回の調査で確認した主な遺構は、井戸４基、土

坑 17 基、柵列３条、掘立柱建物１棟、溝状遺構２条、

小穴多数です。

　井戸

　SE001(11 世紀後半～ 12 世紀前半・平安時代後期 )

　調査区の南側で確認した円形の井戸です。東側が調査

区外に続くため半分程度を確認しました。規模は、径

2.35ｍ、深さ 1.7ｍです。土師器、須恵器、白磁、青白

磁の小片が出土しました。

SE001 全景（南東から）

　SE005(10 世紀後半・平安時代中期 )

　調査区の南側で確認した方形の井戸です。西側が調査

区外に続くため、確認した規模は、南北方向 1.78ｍ、東

西方向 1.6ｍ、深さ 1.7ｍです。土師器、須恵器、瓦片な

どが出土しました。 SE005 全景（西から）

　SE010(11 世紀後半～ 12 世紀前半・平安時代後期 )

　調査区の中央で確認した円形の井戸です。東側が調査区外に続きますが、ほぼ全体を

確認しました。規模は、直径 3.35ｍ、深さ 2.3ｍで、今回確認した４基の井戸のなかで

最も大きいものです。出土した遺物は、土師器、須恵器、白磁椀、権、牛または馬の歯

などが出土しました。

　【出土遺物】

・権：権は、天秤で重さを量るときの重りです。今回、出土した権は滑石製で高さ 6.2 ㎝、

幅 3.7 ㎝、厚み 3 ㎝、重さ 142.7ｇです。上部には天秤につるすための穴が開けられていま

す。また、全体に角が面取りされ丁寧なつくりをしています。

　SE060(９世紀前半・平安時代前期 )

　調査区の北西角で確認した円形の井戸

です。調査区外に続くため半分程度の確

認となりました。確認した規模は幅 1.85

ｍ、深さ 1.5ｍです。土師器や須恵器、

緑釉陶器、瓦片などの破片が出土しまし

た。
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 　土坑 ( 大きな穴 )

　SK025(11 世紀前半・平安時代後期 )

　調査区の北西部で確認した土坑です。全容は分か

りませんが、方形の土坑と推定されます。規模は、

長さ 2.85ｍ、深さ 0.24ｍです。底面よりやや浮いた

状態で土師器の小皿や坏、丸瓦片など多くの土器が

まとまって出土しました。

　SK045(10 世紀後半～ 11 世紀前半・平安時代中期 )

　調査区の北西部で確認した土坑です。全容ははか

りませんが、不整形な長方形の土坑であると推定さ

れます。確認した規模は、長さ 2.1ｍ、幅 1.14ｍ、

深さ 0.12ｍです。底面よりやや浮いた状態で、完形

の土師器の小皿１点と半分以上形をとどめた土師器

の坏１点が出土しました。

　柵列

　SA065(９世紀・平安時代前期 )

　柵列は、南北方向に長さが 14ｍ以上で、柱は約２

ｍの間隔で建てられていました。南北ともに調査区

外に延びると考えられ、条坊区画内を分割するため

の柵列の可能性が考えられます。

３．おわりに

　今回の調査では、井戸などの遺構や土器や陶磁器、石製品、鉄製品など生活のなかで使われる多くの物が出土し

ました。出土した遺物には奈良時代の土器も見られることから、本調査地では奈良時代には土地利用がされていた

ことが確認されました。また、今回確認された平安時代の遺構や遺物から、調査区が位置する「右郭 15 条３坊」

の区画での平安時代の人々の生活や土地利用を知る貴重な資料を得る事ができました。

SK025 遺物出土状況（北から）
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【お知らせ】

　ご自宅の建替など、土地を掘る工事を行う場合は、文化財の有無について、太宰府市教育委員会文化財課

にお問い合わせください。遺跡が所在する土地での工事は文化財保護法に基づいた手続きが必要となります。

（問い合わせ先）太宰府市教育委員会文化財課

　　　　　　　  太宰府市観世音寺一丁目 1 番 1 号（市役所２階）　電話：（092）921-2121


